
京都府教育委員会における障害者である職員の任免状況について 

（令和５年６月１日現在） 

 

令 和 ６ 年 １ 月  

教育庁管理部総務企画課  

 

 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第40条第２項の

規定に基づき、京都府教育委員会における障害者である職員の任免状況（令和５

年６月１日現在）を下記のとおり公表します。 

 

記 

 

■京都府教育委員会の令和５年度障害者雇用状況 

 

 障害者雇用率 １．８０％ （法定雇用率 2.50％） 

 

法定雇用障害者数

の算定基礎となる

職員の数（A） 

障害者である職員

の数（B） 

実雇用率（B／A） 法定雇用障害者数を

達成するために採用

しなければならない

障害者の数（C） 

10,104.0人 182.0人 1.80％ 70.0人 

※１  短時間勤務職員(週当たりの勤務時間 30 時間未満の職員)は、0.5 人に換算するため、人数に小数点以下が生じる

ものです。 

※２  障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数については、他の情報と照らし合わせる

ことにより、特定の職員の障害の種類や程度等が類推されるおそれがあるため、公表を差し控えます。 

 

 

■障害者雇用推進者 

 

 管理部長 仲井 宣夫 

 

 

■「京都府教育委員会における障害者活躍推進計画」及びその実施状況を公表し

ているＨＰ 

 

https://www.kyoto-be.ne.jp/soumu/cms/?p=808 

 

https://www.kyoto-be.ne.jp/soumu/cms/?p=808

